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基本的な考え方 
 

 地方独立行政法人鳥取県産業技術センター（以下「センター」という。）は、産

業技術に関する試験研究及びその成果の普及を推進するとともに、ものづくり分野

における技術支援、人材育成等を積極的に展開することにより、鳥取県の産業活力

の強化を図り、もって経済の発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。

（センター定款） 

 

センターは特に、県民・企業に対して提供するサービス等の質的向上を図るため、

産業の「自立化・高付加価値化」の促進に向けた技術支援等の機能強化に努めると

ともに、実践的産業人材の戦略的育成を担う。さらに、知的財産権の戦略的な取得・

活用及び県内産業の「ブランド力向上」に向けた支援機能を強化する。 

センターの業務実施に当たっては、理事長のリーダーシップの下、適宜数値目標

を掲げて迅速かつ柔軟に取り組み、業務運営の改善を図りながら、新事業創出に向

けた「産学金官連携」を強化するとともに、独自の業績評価システムを確立する。 

その他業務運営に関する重要事項として、労働安全衛生管理等に係るコンプライア

ンス体制の確立と徹底、ＩＳＯ１４００１規格の遵守を通じた環境負荷の低減と環

境保全の促進に努める。 

センターは、以上の取り組みを通じて、より高度な技術支援のプロフェッショナ

ル集団となるとともに、鳥取県が推進する「知の地域づくり」の一翼を担う。 

 

 

Ⅰ 中期計画の期間 

 

 平成１９年４月１日から平成２３年３月３１日までの４年間とする。 

 

 

 

Ⅱ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

 

１ 産業の「自立化・高付加価値化」に向けた技術支援等機能の強化 

 

県内企業が「自立化・高付加価値化」を目指すに当たっての技術的課題を解決す

るための支援を引きつづき行うとともに、企業ニーズや市場動向等に応じた分野の

研究開発を集中的に実施する。また県内には特に、中小零細事業者や伝統的な地場

産業が多いという実情に鑑み、きめ細やかな現場重視型のサポート体制を確立する。 
 

(１) 技術支援（技術相談・現地指導、依頼試験、機器利用） 

 

① 技術相談・現地指導 

 

a. 研究員の資質向上や新規採用等によって、より専門的な知識や技能を活か

した支援に取り組み、中期計画期間中に２６,０００件の技術相談・現地指

導に応じる。 
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b. 中期計画期間中に延べ２,０００社の製造業者を対象とした訪問調査や、

全製造業者を対象とした２年毎のアンケート調査を行い、企業ニーズの的確

な把握に努め、より適切な技術相談・現地指導を実施する。 

 

② 依頼試験 

  

a. 県内の企業等が研究開発中の製品評価、生産中の製品の品質評価、さらに

はユーザーのクレーム対策等に的確に対応できるよう、保有する分析・測定

機器を常に国際基準を満たす状態に維持するとともに、試験を実施する職員

の能力の向上に努める。 

 

b. 利用者の利便性向上のため、多様な試験メニューの設定や利用手続きの簡

素化を行うとともに、試験結果の信頼性向上に努める。また、企業からの急

な問い合わせに備えて時間外対応も可能な体制を整える。 

 

③ 機器利用 

 

a. センター内の機器の高度化を図るとともに、研究員の巡回活動やホームペ

ージ等により機器利用の広報に努め、中期計画期間中に５２，０００時間の

機器利用サービスを実施する。 

 

b. メール等による利用手続きの簡素化や利用料の後納を可能とするなど利

便性の向上に努める。 

 

c. 企業ニーズや地域の活性化に対応できる技術支援や品質評価等の実現に

向け、有害物質規制に対応した機器、企業の人材育成に不可欠な機器、

従来未対応であった新規分野への支援に係る機器等を、日本自転車振興会

設備拡充補助金等も活用して計画的に導入する。 

 

d. 老朽化等により試験環境への悪影響が懸念される機器・設備等については

計画的に更新・改修を実施し、利用者の安全確保に努めるとともに、不要と

なった機器・設備については適宜処分する。 

 

(２) 研究開発 

 

研究開発については、企業ニーズ、市場動向、国の第３期科学技術基本計画

等を的確に把握し、実用化・製品化を目指したシーズ・実用化研究を推進する。

中期計画期間中に１０件以上の企業への技術移転や製品化に繋がる成果を達成

する。 
 

① 研究テーマの設定と実施 

 
研究テーマの設定に当たっては、企業訪問やアンケート調査の結果に基づく

企業ニーズや将来の需要見込み等を踏まえて、研究テーマの選択と重点化を図

る。研究の実施に当たっては、研究計画の合理性、その達成状況の評価に基づ

き、人員、予算等の研究資源を配分する。 
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② シーズ・実用化研究 

 
将来の実用化に繋がるシーズ研究と企業が求める技術の高度化や製品化に繋

がる実用化研究を、次の分野について行う。 
 

  a. 情報・電子応用技術に関する分野 

 

製造工程の効率化を目的とした、無線通信によるセンサーネットワーク技

術の開発研究など、センサー応用技術やネットワーク関連技術を用いた、各

種製品の高付加価値化及び生産技術の高度化を目指した研究開発を行う。 
 

b. 地域資源及び有機材料の高度利用技術に関する分野 

 

高級木材代替品の開発を目的とした、高温高圧水を用いた県産バイオマス

の有効変換技術に関する研究など、農・林・水産物や伝統製品などの地域資

源及び電気電子製品などに用いられる有機材料の高品質化・高付加価値化を

目指した研究開発を行う。 
 

c. 難削材加工技術及び高精度計測技術に関する分野 

 

耐熱合金製小径穴加工用ドリルの長寿命化を目的とした、難削材の超高速

切削加工法に関する研究など、材料の特殊化や形状の複雑化が進む各種製品

開発に対応するため、難削材加工技術及び高精度計測技術の高度化を目指し

た研究開発を行う。 
 

d. 表面改質技術に関する分野 

 

パンチ金型の母材表面の耐久性向上を目的とした、複合コーティング皮膜

による金型の耐久性向上に関する研究など、各種めっき技術や金属材料の熱

処理技術の高度化及び金型の高品質化を目指した研究開発を行う。 
 

e. 地域資源活用食品に関する分野 

 

マグロの内臓廃棄物の食品化を目的とした、マグロ有効利用技術の開発に

関する研究など、農・林・畜・水産物などの地域資源を活用した食品の開発

及び高品質化を目的とした研究開発を行う。 
 

f. 実験動物・細胞を用いた評価技術に関する分野 

 

内臓脂肪の蓄積抑制に効果のある食品素材や応用食品の開発を目的とした、

実験動物を用いた内臓脂肪の蓄積抑制に関する研究及び水産資源からのコラ

ーゲンの抽出技術の確立などを目指した研究開発を行う。 
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g. 発酵利用食品に関する分野 

 

フルーティで濃醇なとっとりブランド高級ワインの開発及び天然乳酸菌を

活用した生もと清酒の開発に関する研究など、濃縮果汁最適調整法や天然微

生物を活用した、とっとりブランドの清酒、ワイン、酢などの製品開発を行

う。 
 

③ 研究評価 

 
研究評価は原則として、センター役職員による中間評価及び外部専門家とセ

ンター役職員とで構成される研究評価委員会による年度末評価とする。中間評

価と年度末評価においては、実用化や製品化の有無、外部資金や特許の取得件

数、学術誌等への研究成果発表状況などを評価対象とする。評価結果に基づき、

理事長が研究テーマの採択、研究資源の当初配分、研究継続の可否判定、次年

度以降の研究資源の再配分等を行う。 
 

(３) 起業化を目指す事業者等への支援 

 

① 研究開発に係る場の提供と技術支援 

 
鳥取・米子・境港の３施設に設置した起業化支援室等を最大限に活用し、県

内で新規事業の立ち上げを目指す事業者等を研究施設や技術支援等の面から強

力にバックアップする。また、事業者の要望に応じて起業化支援室等のインフ

ラ整備を行う。 
 

② 技術講習会等を通じた支援 

 
研究成果の技術移転や新技術等の情報提供などを目的とした技術講習会・セ

ミナー、研究発表会等を中期計画期間中に２０回開催する。また、各種団体が

行うイベント等にも積極的に出展し、技術移転等に努める。 
 

③ 各種広報媒体等を利用した技術情報の提供 

 
刊行物やホームページ等の広報媒体を活用し、最新の研究成果や技術情報、

センターが提供するサービス情報等を提供する。また、県立図書館等と連携し

て、新しい技術情報を広く企業・県民に発信するよう努める。 
 

④ 補助金・融資等に係る情報の提供 

 
新規事業の立ち上げを目指す事業者等に対して、産学金官の連携先である鳥

取県商工労働部、鳥取県産業振興機構等の産業支援機関が有する情報を提供す

る。 
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２ 実践的産業人材の戦略的育成 

 

(１) 基盤的産業人材育成及び高度専門人材育成等の実施 

 

国内外の技術動向に即応するための、ものづくり分野における基盤的産業人

材育成及び高度専門人材育成等を実施する。 
 

 

① 液晶ディスプレイ関連産業製造中核人材育成事業：産学金官が連携して、県

内に集積する液晶関連産業における製造中核技術者を中期計画期間中に４０名

育成する。           

 

② 組込システム開発人材育成事業：デジタル家電等に登載する組込ソフトウエ

アの開発技術者を中期計画期間中に４０名育成する。 

 

③ 次世代ものづくり人材育成事業：高い精度の加工技術が要求される、家電、

自動車産業等の基盤技術である金属加工業において、ものづくり技術の高度化

に対応できる若手技術者を中期計画期間中に４０名育成する。     

 

④ 戦略的商品開発支援事業：市場ニーズに基づいた製品開発から製造販売まで

の一連の商品企画が可能な人材を中期計画期間中に４０名育成する。 

 

また、企業や大学等から研修生を積極的に受け入れるとともに、企業からの

要請に応じた現地指導等を通じて実践的産業人材を育成する。 
 

(２) 産業人材育成戦略の策定 

 

企業ニーズ、市場動向、国の第３期科学技術基本計画等を踏まえ、かつセン

ターの有する技術支援や研究開発、起業化支援等の機能を総合的に活かした「産

業人材育成戦略」を策定する。 
 
 
３ 県内の産業集積を活かした戦略的な人材育成と研究開発   

 

  県内に集積する電子部品・デバイス、情報通信機器製造業や食品関連産業の国内

外における競争力の向上、付加価値の高い事業等の創出のため、人材育成や研究開

発を実施する。 

 

(１) 電子部品・デバイス、情報通信機器分野 

 

「液晶ディスプレイ製造中核人材育成事業」における「液晶製造技術課程」

の教材開発、及び電子産業クラスタープロジェクトの成果に基づいて県内企業

が取り組む事業化に対する技術的支援を行う。 
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(２) 食品関連分野 

 

「都市エリア産学官連携推進事業」に参画し、「ヒト人工染色体技術を利用

した機能性評価技術の開発」や「水産資源からの機能性食品素材・食品の開発」

に関する研究の実施、及び「食品開発と健康に関する研究会」による「健康」

をキーワードにした食品開発に対する支援を行う。 

 

 

４ 知的財産権の戦略的な取得と活用 
 
知的財産権の戦略的な取得を促進するため、研究開発着手の段階から弁理士等の

知的財産専門家を交えて検討し、中期計画期間中に９件以上の特許出願を行う。取

得した権利はホームページや技術セミナーを通じて積極的に公開し、企業への技術

移転に努める。なお、知的財産権の取得及び活用を効率的かつ効果的に図るため、

鳥取県知的所有権センター等他機関との連携を強化する。 

 

 

５ 県内産業の「ブランド力向上」に向けた支援機能の強化 

   

企業における市場競争力を有する製品開発を商品企画段階から支援するため、鳥

取県デザイナー協会等との連携及び市場動向等の情報収集力を強化する。また、県

内の農林水産物や伝統工芸品などの地域資源を活かした「地域ブランド育成」に対

する技術支援を行うため、県内の農林水産分野の公設試験研究機関、流通・金融業

界等との連携を強化する。 

 

 

 

Ⅲ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 理事長のリーダーシップに基づく迅速かつ柔軟な業務運営の達成 

 

(１) 組織運営の改善 

 

    理事長は役職員一体となった運営体制を構築するとともに、リーダーシップ

を発揮できる仕組みをつくり、意思決定の迅速化と業務の効率化を図る。また、

組織体制を継続的に見直しながら、社会経済状況や企業ニーズなどセンターを

取り巻く諸情勢の変化に戦略的かつ弾力的に対応する。さらに、必要に応じて

分野横断的なプロジェクトチームを立ち上げ、人材・資金等の経営資源の重点

的投入を行う。 

 

(２) 広報活動の充実 

 

    センター利用実績のない企業や新たに進出した企業等に対して、センターの

サービス内容の周知や利用の拡大を図るため、中期計画期間中に７０件のプレ

スリリースを行うとともに、ホームページや各種媒体を積極的に活用した広報

活動を展開する。 
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(３) 職員の資質向上と人材育成 

 

    職員の資質向上を図るため、各種研修会への参加及び公設試験研究機関・民

間企業等への派遣を計画的に実施する。職員の能力開発を計画的に推進するた

め、若手研究員の指導、外部機関との交流、企業現場や企業との研究開発に対

応できる研究者の育成等に重点をおいた「地方独立行政法人鳥取県産業技術セ

ンター人材育成プログラム」を策定する。なお、全国公募等により優秀な人材

の確保に努める。 

 

２ 新事業創出に向けた「産学金官連携」の強化 

 

  企業における市場動向を踏まえた製品化、事業化を支援するため、民間企業、大

学、金融機関及び行政機関などからなる産学金官連携に際しては、センターも技術

面におけるコーディネート機能を向上させて積極的な役割を果たす。 

 

３ 独自の業績評価システムの確立 

 

  役員については成果主義に基づく給与体系を構築し、地方独立行政法人評価委員

会による業績評価結果をその報酬（退職手当を含む。）に反映させる。なお、理事

長報酬については知事評価を併せて反映させる。 

  職員については、その意欲向上と能力開発に繋がる、公正で透明性の高い「地方

独立行政法人鳥取県産業技術センター業績評価基準」を策定して個人業績評価を行

い、その結果を処遇に反映させる。 

 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

 

１ 外部資金その他自己収入の確保 

 

  産学金官との連携により、中期計画期間中に８件以上の競争的資金等の外部資金

の獲得に努めるほか、試験機器・施設の開放をより積極的に推進すること等により、

運営費交付金以外の収入の確保に努める。ただし、機器・施設利用料金の設定に当

たっては、地方独立行政法人化以前と同様、導入機器の原価償却費、利用者の意見

等を踏まえて、利用者に過大な負担とならないよう努める。 

なお、知的財産権の実施に伴う実施料収入額に係るセンターと職員間における配

分額については、職員の研究開発意欲の向上などの観点を踏まえ、１：１とする。 

 

２ 経費の抑制 

 

管理業務をはじめとして、事務処理の簡素化を推進するとともに、業務の電子化、

施設・スペース管理の適正化、外部委託の検討など、業務運営の効率化と経費節減

を目的とした見直しを恒常的に実施する。こうした努力を通じて、運営費交付金を

充当して実施する業務に要する予算措置（臨時的経費及び人件費を除く。）につい

ては、利用企業等に対するサービスを低下させることなく、中期計画期間中、毎年

度少なくとも前年度比１％の経費削減を行う。 
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３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

３．１ 予算（人件費の見積もりを含む。） 
 

 

平成１９年度～平成２２年度 予算 

（単位：百万円） 

区    分 金  額 

 

 収 入 

   運営費交付金 

  施設設備整備費補助金 

  自己収入 

   事業収入 

   補助金等収入 

   外部資金試験研究収入 

 

   合 計 

 

 

       ３，１３０ 

           １１０ 

           １９８ 

           ８４ 

       ５３ 

           ６１ 

 

       ３，４３８ 

 

 支 出 

  業務費 

   研究開発等経費 

   外部資金試験研究費 

   人件費 

  一般管理費 

  施設設備整備費 

 

   合 計 

 

 

       ２，３７６ 

          ５９３ 

       ６０ 

       １，７２３ 

           ９５２ 

           １１０ 

        

       ３，４３８ 

 

〔人件費の見積もり〕 

  中期目標期間中総額、１，７２３百万円を支出します。（退職手当は除く。） 

 

※ 金額については見込みであり、今後、変更する可能性があります。 
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３．２ 収支計画 
 

 

平成１９年度～平成２２年度 収支計画 

（単位：百万円） 

区    分 金  額 

 

 費用の部 

   経常経費 

   業務費 

     研究開発等経費 

     外部資金試験研究費 

     人件費 

   一般管理費 

   減価償却費 

 

 収入の部 

  経常収益 

   運営費交付金収益 

   外部資金試験研究費収益 

   補助金等収益 

   事業収益 

   資産見返運営費交付金等戻入 

   資産見返物品受贈額戻入 

   資産見返補助金等戻入 

 

 純利益 

 総利益 

 

         

        ３，５０２ 

        ２，２２３ 

           ４３９ 

             ６１ 

        １，７２３ 

          ９５２ 

           ３２７ 

 

         

    ３，５０２ 

    ３，０３０ 

             ６１ 

        ０ 

             ８４ 

              ３１ 

            ２５８ 

              ３８ 

               

              ０ 

               ０ 

 

※ 金額については見込みであり、今後、変更する可能性があります。 
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３．３ 資金計画 

 

平成１９年度～平成２２年度 資金計画 

（単位：百万円）  

区    分 金  額 

 

 資金支出 

   業務活動による支出 

  投資活動による支出 

  次期中期目標期間への繰越金 

 

 資金収入 

  業務活動による収入 

   運営費交付金による収入 

   補助金による収入 

   外部資金試験研究における収入 

   事業収入 

      その他の収入 

  前期中期目標期間からの繰越金 

 

        ３，４３８ 

        ３，１７５ 

           ２６３ 

          ０ 

 

    ３，４３８ 

      ３，４３８ 

    ３，１３０ 

       １６３ 

              ６１ 

              ８４ 

                ０ 

                ０ 

 

※ 金額については見込みであり、今後、変更する可能性があります。 

 

 

４ 短期借入金の限度額 

 

(１) 短期借入金の限度額 

 

  ３２５百万円 

 

(２) 想定される理由 

 

    運営費交付金の受入れ遅延及び事故等の発生により、緊急に必要となる対策

費として借り入れすることを想定。 

 

 

５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

 

   なし 

 

 

６ 剰余金の使途 

 

  決算において剰余金が発生した場合は、企業支援業務の充実強化及び組織運営・

施設整備の改善に充当する。 
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Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ コンプライアンス体制の確立と徹底 

 

(１) 法令遵守 

 

    センター職員は、法令の遵守はもとより、地方公務員であることから、全体

の奉仕者としての自覚に立ち、常に中立性と公平性に配慮して、県民から疑念

や不信を抱かれることのないようにする。また、法令遵守等について職員に対

する研修を計画的・継続的に実施するとともに、それを保証する組織体制を整

備する。 

 

(２) 情報セキュリティ管理と情報公開の徹底 

 

    企業からの技術相談や研究開発の依頼等を通じて職務上知り得た秘密事項に

ついては、法令等の規定を遵守した情報管理を徹底するとともに、電子媒体等

を通じた漏洩がないよう、鳥取県情報システム管理要綱に準じて確実な防止対

策を講じる。 

    センターの事業内容や組織運営状況については、鳥取県情報公開条例等の関

連法令に基づき、ホームページなどを通じて適切に情報を公開する。 

 

(３) 労働安全衛生管理の徹底 

 

    職員が安全で快適な試験研究環境において業務に従事できるよう十分に配慮

するとともに、センター安全衛生委員会を設置して職員の安全及び健康の確保

のための対策を講ずる。さらに、労働安全衛生関連法令に基づいた安全管理体

制を徹底するため、平成１８年度に実施した労働安全衛生管理調査結果に基づ

き、中期計画期間中に労働安全衛生管理基準を満たした整備を行うとともに、

安全衛生管理規程や防災マニュアル等により職員に対する安全教育を実施す

る。 

 

(４) 職員への社会貢献意識の徹底 

 

    職員への社会貢献意識の醸成を図り、地域の奉仕活動などへの積極的な参加

を促す。また、地域のイベント等と連携して県民向けにセンターを一般に公開

するなどの取り組みを進める。 

 

 

２ 環境負荷の低減と環境保全の促進 

 

(１) 省エネルギー及びリサイクルの促進 

 

    グリーンマーク商品やエコマーク商品の購入及び再生紙の利用など、省エネ

ルギーやリサイクルの促進に努める。なお廃棄物の処理に当たっては、廃棄物

処理法等関係法令に従い適切に行う。 
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(２) 環境マネジメントの着実な実施 

 

    鳥取・米子施設では取得済みのＩＳＯ１４００１規格を遵守した運営に努め

るとともに、境港施設では中期計画期間中に新たにＩＳＯ１４００１の取得を

行う。また、環境負荷の低減に向けた環境マネジメントシステムを全施設で確

立する。 

 

 

３ 情報の共有化の徹底 

  

  業務運営に際しては、グループウェア、テレビ会議システム等を活用して、鳥取・

米子・境港３施設における情報の共有化を徹底する。また、役員会・幹部会議等を

定期的に開催し、センターの方針や業務内容等に関して役職員間の共通認識を高め

るとともに、組織としての円滑かつ効率的な意思決定と業務推進に努める。 

 

 

 

Ⅵ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

 

１ 施設及び設備に関する計画 

 

  業務運営を適切かつ効率的に行うため、施設・設備の必要性及び老朽化等を考慮

して、それらの整備・改修を計画的に実施する。 

 

 

２ 出資、譲渡その他の方法により、県から取得した財産を譲渡し、又は担保に供し

ようとするときは、その計画 

 

  業務運営の効率化を図るため、保有車両をリース車両に切り換えることとし、小

型乗用車２台及び軽自動車２台を譲渡する。 

 

 

３ 人事に関する計画 

 

(１) 基本的な方針 

 

    企業ニーズに対応できる専門性の高い人材の確保に努め、人員・人件費の適

切な管理、効果的かつ効率的な人員配置を行う。 

 

(２) 人事に関する指標等 

 

    運営費交付金として交付される職員人件費相当額の効率的な運用を図る。ま

た研究員の採用については、公正で透明性の高い公募システムにより行うととも

に、任期付職員の身分も含めた雇用形態の多様化を図る。さらに、センターの業

務を適切に遂行できる人材を計画的に育成・確保するため、研究機関、大学、鳥

取県等との交流を推進する。 


